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社会貢献委員会の新規事業として実施した「学生によるオ
レンジリボン運動」についてお話します。
まず、『学生によるオレンジリボン運動』事業が開始され

る背景について、経過を整理してみました。
皆様も御存じのように、1989 年の合計特殊出生率『1.57

ショック』が母子行政の重要課題となり、子育て家庭支援対
策・少子化問題対策の審議が盛んになりました。1990 年に「健
やかに子どもを産み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡
会議」が設置され、1991 年には「出生の動向を踏まえた対策」
が出ました。
1992 年には「ウエルカムベビーキャンペーン」が行われ、

1993 年「たくましい子供・明るい家庭・活力と優しさに満
ちた地域社会を目指す 21 プラン研究会報告書」、1994 年に
はエンゼルプラン『今後の子育て支援のための施策の基本的
方向について』、1999 年『少子化対策推進基本方針』、新エ
ンゼルプラン『重点的に推進すべき少子化対策の具体的な実
施計画』、少子化対策推進プランが策定されました。施策の
効果は乏しく、逆に児童虐待に関する事件が社会問題となり
ました。
記憶に残る事件では、1988 年発覚した『巣鴨子ども置き

去り事件』父親が蒸発後、母親も 4人の子どもを置いて家を
出ていき、育児放棄状態に置いたとして保護者遺棄、同致傷
の罪で実刑判決。これは、是枝裕和監督が 15 年の構想の末、
満を持して映像化した作品「誰も知らない」で有名となりま
した。
尼崎児童虐待死事件（2001 年）は、両親は外出の際、虐待

の発覚を恐れて長男の口に粘着テープを貼り、紐で身体を縛っ
て動けなくした。養父が逃げ出そうとする長男の頭に回し蹴
りをして止めをさし、長男は脳内出血で死亡。両親は遺体を
ゴミ袋に入れて運河に投げ捨て逃走しましたが逮捕され、傷
害致死罪、死体遺棄罪で起訴され実刑判決が確定しました。
このような社会情勢を踏まえ、2000 年に児童虐待防止法

（児童虐待防止の防止等に関する法律）が制定され、児童虐
待の定義、国民に対しては児童虐待発見者の通知義務が明記
されました。2004 年は児童虐待防止法・児童福祉法の改正（児
童虐待の定義の拡大、通告義務の拡大、市町村の虐待対応策
の役割強化）、2007 年児童虐待防止法・児童福祉法の改正（児
童の安全確認のための強制的な立ち入り調査、保護者に対す
る児童の面会制限など行政の役割強化）、2008 年児童福祉法
の改正で生後 4カ月までの乳幼児のいる家庭すべてを訪問す
る事業等市町村が行う子育て支援の強化、里親制度の拡充な

どサービス内容は拡大しました。
しかし、児童虐待の増加は止まらず児童相談所に寄せられ

た相談件数は 1990 年度には 1,101 件だったものが 2010 年度
には 55,152 件 50 倍と増加の一途をたどっています。このよ
うな背景を踏まえ、厚生労働省は、これから親になる若者へ
の児童虐待予防の啓蒙活動として、学生によるオレンジリボ
ン活動事業を 2012 年に開始しました。
2013 年には、近い将来、母子の医療の現場で働く助産師

学生が正しい知識を持って、活動に役立てることを期待した、
厚生労働省雇用均等・児童家庭局 : 総務部虐待防止対策室か
ら全助協に依頼が来ました。会員校 9校が実施申請を行いま
した。9校の取り組みは厚生労働省のホームページに掲載さ
れています。
ここでは、四国大学の取り組みを紹介します。本学では、

4年生の総合実習で助産学生及び 2年生の課題探究ゼミナー
ルにおいて実施しました。8月にオレンジリボン運動のメイ
ンテーマを『命の継承、命のバトンタッチ』と決めました。
学生個々の基礎知識習得のため、文献による児童虐待の学習
会を開き、事業の対象となる中学生や大学生、若い親の特徴
の把握とそれぞれへのメッセージについて討議しました。
活動 1「赤ちゃん授業」育児支援NPOの学生ボランティ

アとして参加しました。内容：4～ 5名の中学生が乳幼児（0
歳児から 3歳）と母親をかこみ、助産師学生と助産師 1名が
1グループとなり、中学生が上手に赤ちゃんと触れ合えるよ
うに声掛け、抱き方を指導、乳幼児の反応や母親の会話から
人が成長する事を実感し、自己の成長過程や命の継承につい
て考えられるように支援しました。
その結果、第 1段階の人形による模擬体験では、恥じらい

もあり、一部の生徒は、わざと人形を雑に扱っていました。
第 2段階のふれあい体験では、壊れ物に触るように乳幼児に
さわり、1時間後には「かわいい」と笑顔になっていく変化
をとらえることができ、助産学生として充実感を感じる事業
となりました。
活動 2「大学祭」ポスター・パネルの展示、（児童虐待の

定義、現状の説明、児童虐待の認識調査）142 名の対象に説明。
対象の反応は「虐待が増え続けている現状にショックを受け
た」「加害者に母親が一番多いと知り、びっくりしてショッ
クだった」「虐待は絶対にだめです」「自分が母親になった時
は子どもにちゃんと愛情を注いで育てたい」など、親と子の
関係や命の継承について、主催した学生・参加した対象共に
考える機会になりました。
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平成 26 年度　定時社員総会報告

庶務・総務担当理事　村　上　明　美

猛暑日が続いておりますが、会員の皆様は体調な
ど崩されておりませんか。暑い日はまだまだ続きま
すので、どうぞ御身体をご自愛くださいますよう。
さて、平成 26 年 6 月 20 日（金）・21 日（土）に、
第 5回（通算 50 回）定時社員総会が開催されました。
本年度は創立 50 周年という記念すべき年に当たり、
総会日程に合わせて、創立 50 周年記念式典・祝賀
会も開催されました。総会 1日目（6月 20 日）は、
記念式典・祝賀会会場（横浜みなとみらい）への移
動を考慮して横浜市情報文化センター情文ホールに
て、総会 2日目（6月 21 日）は、神奈川県立保健福
祉大学にて行われました。本紙面にて、定時社員総
会の概要を報告いたします。
総会には、正会員 136 校、総正会員数 272 名のう
ち 263 名の出席（本人出席 162 名、書面出席 101 名）
がありました。
冒頭の会長挨拶では、島田啓子会長より、全国助
産師教育協議会創立 50 周年を機にこれまでの助産
師教育や本協議会の歴史を振り返るとともに、昨今
の社会情勢を鑑みて、助産師に対する社会的期待の
高まりから本協議会として「助産師教育の将来ビ
ジョン」を明確に示していくことの必要性が示され
ました。
総会議長には米山万里枝氏と渡邊浩子氏が選出さ
れ、議事録署名人に鈴木千秋氏と藤井宏子氏が推薦
され承認されました。議長より、定時社員総会は法
定数を満たしており、総会の決議は定款第 30 条の
規定により有効である旨が宣言され、議案の審議に
入りました。
まず、各委員会担当の理事より平成 25 年度委員
会活動が報告され、続いて志村千鶴子中部地区長（安
達久美子地区長総括代理）より平成 25 年度地区活
動が報告されました。これら平成 25 年度事業報告
は過半数を持って承認されました。
次に、井村真澄会計担当理事より平成 25 年度収
支決算の報告があり、熊澤美奈好監事より監査報告
がありました。平成 25 年度収支決算及び監査報告
は過半数をもって承認されました。
続いて、村上明美庶務・総務担当理事より平成 26
年度事業計画の報告があり、井村真澄会計担当理事
より平成 26 年度収支予算が報告および説明があり
ました。

これをもって総会 1日目を終了し、参加者は速や
かに創立50周年式典・祝賀会の会場に移動しました。
式典・祝賀会は、厳かな空気の中で和やかに挙行さ
れました。
総会 2日目は、午前は助産師教育に特化した 3つ
のテーマで、本協議会理事による講演が開催されま
した。1番目の講演は、我部山キヨ子理事（京都大
学大学院）による「助産師教員のキャリアラダー」
について、2番目の講演は、大石時子理事（東京医
療保健大学大学院）による「ICM助産師教育のため
のモデルカリキュラム」について、3番目の講演は、
島田啓子会長（金沢大学大学院）による「助産師教
育の将来ビジョン」についてでした。
昼食時の地区別の打ち合わせでは、地区長の選出

や地区活動について検討されました。特に、本年度
は将来構想委員会より「助産師教育の将来ビジョン」
をそれぞれの会員が深く考える機会として、各地区
において助産師教育コロキアム「将来の助産師教育
を考える」を開催してほしいという企画が提案され
ました。そのことも踏まえ、本年度の地区活動をど
のように展開していくかについて話し合われました。
全体報告会では、地区別打ち合わせとテーマ別検
討会で討議された内容が報告されました。本年度の
地区長は、北海道・東北地区：園生陽子氏（天使大
学大学院）、関東甲信越地区：坂口けさみ氏（信州
大学）、東京地区：小川久貴子氏（東京女子医科大
学大学院）、中部地区：唐沢泉氏（岐阜医療科学大
学助産学専攻科）、近畿地区：秋田浩子氏（ベルラ
ンド看護助産専門学校）、中国・四国地区：白井喜
代子氏（岡山大学大学院）、九州・沖縄地区：坂井
邦子氏（九州看護福祉大学）が選出されました。
最後に、本年度の全国助産師教育協議会研修会の
担当は近畿地区になったことが報告され、平成 27
年 2 月 28 日（土）・3月 1 日（日）に大阪府にて開
催される予定であることのお知らせがありました。
なお、本年度は役員改選の年となります。総会以
降、選挙管理委員会を立ち上げて役員改選に向けて
動き始めます。会員の皆様には本協議会のさらなる
発展に向けて、公益事業活動に引き続きご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

（庶務・総務担当理事　村上明美）

ニュース
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ニュース

平成 26 年 6 月 20 日、横浜コンチネンタルホテル
において、本会の創立 50 周年記念式典・祝賀会が
131 名の方々のご出席にて盛会に執り行われました。
文部科学省、厚生労働省をはじめ、本会と関連ある
日本看護協会、日本助産師会、日本助産学会の皆様、
そして、これまで本会に多大なご尽力をいただいた、
鈴木雅洲先生、竹村喬先生を始め、青野敏博先生、
近藤潤子先生、青木康子先生、川越厚先生、竹内美
恵子先生、平澤美恵子先生、小木曽みよ子先生、岡
本喜代子先生のご臨席を賜りました。この日を迎え
ることができましたのは、これまで本会の運営にご
尽力いただいた先生方、省庁の皆様、そして会員校
の皆様のお蔭と感謝致しております。
式典では、本会会長の島田啓子が本会の 50 年間
を社会の動きと共に振り返る挨拶を行い、続いて各
省庁の方からお祝いのお言葉を頂きました。
式典に引き続き行われた祝賀会では、これまで役
職の労をおとりくださった方々に、会長からおひと
りおひとりにクリスタルの盾に気持ちを託して感謝
の意をお伝えいたしました。その後、鈴木先生や竹
村先生から全助協の組織強化のために法人格取得の
ために関係省庁を日参された苦労話をお聞かせ頂
き、その当時の先生方の本会に対する熱い思いを感
じる機会になりました。青野先生には講演会が数
百万円の黒字で、本会の資金調達に役立ったお話と
同時にその何にでも一心になさる先生のお人柄にも
触れることができました。近藤先生、青木先生から
は 50 年間の助産師教育の変遷とともに、今後の助
産師教育を考える必要がある、全助協としての将来
構想を持つようにと奮起を促されました。川越先生
からは臨床現場において他職種と比較して助産師教
育で培われる能力の高さを改めて感じていることを

お話しいただきました。和やかな雰囲気のなか、先
生方のお元気なお姿とこれまでご尽力されてきた思
い出話をいただき、今この会を担っている私たちと
して、半世紀続いてきた本会の社会的役割の重みを
感じるとともに、今後への繋げることの責任を強く
感じる時間となりました。この会に寄せていただき
ました、来賓の方々からのお言葉は、現在作成中の
50 周年記念誌に掲載する予定にしています。
また、出席者全員で記念写真を撮影いたしました。
これまで、本会を支えてくださった方々が、一同に
会しての写真となり、50 年間の繋がりが凝縮された
1枚となりました。
最後は、本会副会長の村上明美より多数の先生方
からの心温まるお言葉とここに集うことができたこ
とへの感謝について感極まりつつの挨拶があり、参
加者の方々のご健康とご多幸、そして本会の一層の
発展を祈念して、会場全員で一本締めでお開きとな
りました。

公益社団法人　全国助産師教育協議会
設立 50 周年記念式典並びに祝賀会報告

創立50周年記念事業特別委員会委員
神戸市立看護大学助産学専攻科　高　田　昌　代
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テーマ：第 30 回 ICMプラハ大会を終えて

福岡県立大学看護学部　女性看護学 /助産学　安河内　静　子

第 30 回 ICM（国際助産師連盟）大会が 2014 年 6
月 1 日～ 5日にチェコ共和国のプラハで開催されま
した。大会テーマは、「世界中で女性の健康を向上
しよう」でした。
ICM日本大会が行われた 1990 年は、助産師とし
て勤務を始めて 2年目だったこともあり、世界に目
を向けるような余裕もなく自分にはずっと縁のない
ものだと思っていましたが、時を経て大学で勤務す
るようになった私にも、そのチャンスがやってきま
した。
今回の大会は 126 か国、3800 人を超える参加者で
あったと聞いています。6月 1 日のオープニングセ
レモニーでは、目に鮮やかな民族衣装をまとったそ
れぞれの国の代表助産師たちが国旗とともに堂々と
入場し、国名が呼ばれる度に会場のあちらこちらか
ら大歓声が聞こえてきました。“ これが国際大会 ”
と実感した瞬間でした。
私たちは 3日にポスター発表をしました。登録演
題中（189 件）、日本の演題が最も多かった（131 件）
ことに驚きましたが、ランチタイムの和やかな雰囲
気ということもあり、参加者同士で一緒に写真を撮
るなど、自由に交流を深めることができました。
日本でも馴染みの深いヨガ（英国主催）や、指圧

（チェコ共和国主催）、ヒーリング（米国主催）のワー
クショップにも参加しましたが、どの会場もいっぱ
いでした。陣痛の波に合わせ、産婦と一体となった
リズムで指圧するチェコの助産師の姿を通し、産婦
と助産師が呼吸を合わせるとお互いが心地良いケア
につながるという原点に返り、ヒーリングでは 50
代のオーストラリア人とペアになりましたが、彼女
自身の強いエネルギーを感じました。また、どの会
場も語学力のない私でも居心地が良かったのは、助

産師しかいないという一体感であったのではないか
と思います。
プログラムは多彩であり、ICMや ICMパートナー
である世界保健機構（WHO）、国際産婦人科連盟
（FIGO）、Family Care International（FCI）など、
国際組織団体が主催するシンポジウムやワーク
ショップも数多く、それら団体の存在を改めて肌で
感じることができました。また、女性の健康を向上
していくには様々な組織と協働する意義や、助産師
として何が求められているかというグローバルな視
点を持ち続けることが大切であると実感しました。
大会冊子を片手に、あっという間の 5日間でした。
中世にタイムスリップしたようなプラハの街並みに
も癒され、貴重な経験をさせて頂いたと思います。
大会の様子は ICMのホームページに多くの写真と
共に掲載されています。お時間のある方はどうぞご
覧ください。

（大会冊子を持参しているのが筆者）
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トピック

平成 16 年に、助産所における安全で快適な妊娠・
出産に関する厚生労働省科学研究班（主任研究者：
青野敏博）の研究成果をきっかけとして、初版であ
る『助産所業務ガイドラン』が刊行されました。そ
して周産期を取り巻く環境の変化に対応していくた
めに、5年毎の見直し改定を行うことになり、平成
21 年に第 1回の改定が行われました。
今回の第 2回改定においては、院内助産や開業助
産師によるオープンシステムなどの広がりや、助産
師が行う助産ケアは働く場所は異なっていても基本
的なところは同じであるという考え方のもと「助産
業務ガイドライン」として検討していくことになり
ました。改訂にあたっては、まず、前回と同様に、
全国の助産所、連携医療施設を対象に、アンケート
調査を実施し、平成 21 年版のガイドラインに関す
る意見収集を行いました。その結果、助産所 195 件、
医療施設 155 件から回答をいただきました。
助産所における分娩の適応リストについて『B. 産
婦人科医と相談の上、協働管理すべき対象者』の［産
科的既往のある妊婦　妊娠中発症を認めないもの］
については、助産所の 84.1％、医療施設の 67.7％が
適切であるという意見でした。一方で、助産所から
は、「これだけの既往症があれば病院分娩が良いと
思います」、「妊娠初期の流産の既往は必要でない」、
「前回の分娩時吸引または鉗子分娩については、介
入の適応が適切なものだったか分娩の進行状況等総
合的に判断しすべてをBのカテゴリーに含むことに
反対」などの意見がありました。また、連携医療施
設からは、「妊娠高血圧症候群は外すべき、病院で
の分娩が望ましい」などの意見がありました。［異
常妊娠経過が予測される妊婦　妊娠中に発症した異
常］については、助産所の 80.5％、医療施設の
65.2％が適切とし、改善すべきは、助産所 12.8％、
医療施設 27.7％でした。『C産婦人科医が管理すべ
き対象者』の［合併症のある妊婦、またその既往の
ある妊婦］では、助産所 72.8％、医療施設 89.0% が
適切であるとしていました。また、GBS については、
助産所、医療機関ともに、B（医師と助産師との協
働管理）と、C（産婦人科医師管理）の両方の意見
がありました。これらを含めた調査の結果を踏まえ
つつ、ガイドライン改定特別委員会のメンバー（助
産師・産科医師・新生児科医師）でディスカッショ
ンを重ね、改定ガイドラン案を作成しました。ガイ
ドライン案は、東京・大阪での公開フォーラムや、
ホームページで提示し、広く意見を聴取し、再度、
ガイドライン委員会で検討するというプロセスを経

て、「助産業務ガイドライン 2014」として完成しま
した。
今回の改定のポイントは、前述のように助産所だ
けでなく、院内助産における活用について、明記し
た点にあります。但し、院内助産での管理適応リス
トとして用いる場合には、施設管理者あるいは産婦
人科医師との協議の上、各施設の実情に応じた変更
を行っていくこととしています。
妊婦管理適応リストでは、妊婦の安全性の確保と
チーム医療の観点から、連携する医師と協働してい
くことを前提としており、「助産師が分娩可能と判
断したもの」から「助産師、産婦人科医師双方が助
産所または院内助産で分娩可能と判断したもの」と
しました。今回の改定では、GBS、性器クラミジア
感染の取り扱いについては、議論を重ねた結果、こ
れまでのCから Bへと変更しました。
正常分娩急変時のガイドラインでは、助産所では

「緊急に搬送すべき母体（新生児）の状況」であり、
院内助産では「医師に相談すべき母体（新生児）の
状況」として掲載しました。また、正常を逸脱した
状況における観察と判断の視点について、搬送まで
の対応の例について記載しました。加えて、正常か
らの逸脱を引き起こしていると考えられる疾患につ
いても示し、多角的な視点から状況を判断できるよ
うにしました。特に、新生児に関しては、搬送や医
師への相談をすべき状況について、観察、判断の基
準をより具体的に示しました（表）。
さらに、助産師が業務を安全に行う上で重要な項
目を日本医療機能評価機構・産科医療補償制度再発
防止委員会の提言等を参考に「医療安全上留意すべ
き事項」として記述しました。1）助産師と記録、2）
妊娠期の定期健康診査、3）医師・助産師・妊産婦
の連携、4）常位胎盤早期剥離の保健指導、5）骨盤
位の外回転術、6）分娩期の胎児心拍数聴取、7）人
工破膜、8）新生児蘇生、9）早期母子接触（early 
skin to skin contact）、10）新生児のビタミンK投与、
11）胆道閉鎖症早期発見のための母子健康手帳便色
カードの活用、12）GBS 陽性、未検査妊婦から出生
した児について、について記載しています。
ガイドラインは、日本助産師会のHPから閲覧可
能です。このガイドラインは妊産褥婦及び新生児の
安全を守ると共に、助産師をも守るものです。助産
師基礎教育においてもご活用いただければと思いま
す。また、今年度は全国 6か所（東京・大阪・福岡・
岡山・金沢・宮城）で普及のための研修会が開催さ
れますので是非ご参加ください。

「助産業務ガイドライン改定の経緯について」

（助産業務ガイドライン改定特別委員会委員）
首都大学東京助産学専攻科　安　達　久美子
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表．正常分娩急変時のガイドライン　３．新生児期より抜粋
緊急に搬送すべき新生児の状
況（助産所）
医師に相談すべき新生児の状
況（院内助産）

観察と判断の視点 搬送までの
対応の例

考えられる
疾患等

■ LFD・HFD

○体重が 2500g 以上であっても在胎期間別出
生体重標準曲線において 10th パーセンタイ
ル未満の LFD（light for dates）および 90th
パーセンタイル以上の HFD（Heavy for 
dates）に該当する場合がある

保温 低血糖

１）  体温 36℃以下（肛門体温）
が持続し他の症状がある
もの

出生直後に体重曲線で LFD や HFD に該当
しないかを確認する 早期授乳 低体温

２）血糖値が 50mg/dl 未満

LFDおよびHFDの児については低体温およ
び低血糖、高ビリルビン血症の発症リスクが
高いためそれ以外の児と区別して注意深く観
察を行う

その他は低体温、
黄疸の項に準ずる 高ビリルビン血症

３）  光線療法の適応基準に合
致するもの

・観察内容
　  低血糖症状：易刺激性、振戦、無呼吸、活
気不良など
　  低体温、黄疸（黄疸の項を参照）など

・観察方法
　  血糖チェックを生後 30 分以内に開始し、2
回連続して血糖 50mg/dl 以上となるまで、
30 分毎に測定する
　  低体温、黄疸の項を参照のこと

・  LFD、HFD に該当する場合は生後 3 日ま
で（72 時間）は、低血糖、低体温、高ビ
リルビン血症が発症していないかを特に注
意深く観察する

血糖値が低い場合
は哺乳等で対応す
る。
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第 29 回日本助産学会学術集会（in 東京）につき
まして、一言ご挨拶申し上げます。
国民運動計画である「健やか親子 21」の次期計画
によって、今後母子保健施策は、新たな展開がなさ
れていきます。また、助産実践能力習熟段階（クリ
ニカルラダー）の認証など助産師職能団体も大きく
動いております。そして、助産師の研究もこのよう
な社会の動きに呼応して行われていくことが、今後
益々求められていくと考えられます。
そこで本学術集会では、助産を取り巻く最新事情
と検討すべき課題について、参加者の皆様と共有し、
意見交換できること、そして、それが今後の研究や
実践の変革に繋がることを願い、盛りだくさんのプ
ログラムをご用意しました。詳しくは学会ホーム
ページをご覧下さい（http://web.apollon.nta.co.jp/
jam2015/）。

先生方におかれましては、学生の方々とともに是
非、ご参加を御願いしたいと存じます。企画委員、
実行委員一同、皆様とお会いできることを楽しみに
しております。

学術集会メインテーマ
　社会をうごかす助産のちから
　　　　～  女性・母子と家族への切れ目ない支援を

実現するために～
学会会期
　プレコングレス　2015 年 3 月 27 日（金）
　大　会　　　　　2015年 3月 28日（土）・29日（日）
会　場
品川区総合区民会館きゅりあん（東京都品川区）

一般社団法人　日本助産学会
第 29 回学術集会開催のご案内

第29回日本助産学会学術集会会長
上智大学総合人間科学部看護学科　島　田　真理恵
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「学生と共に創る助産師教育　～助産師学生の可能性を信じて～」

鳥取県立倉吉総合看護専門学校
助産学科　専任教員　　　　　　澤　田　　　悠

8 年間の臨床経験後、助産師教育の現場で働き始
め、2年目の夏を迎えました。臨床では院内助産シ
ステムの立ち上げに携わり、助産師として新たなや
りがいを感じていましたが、助産師としての責務が
増し実践能力が求められる度に、自分の知識や経験
の不足を感じるようになりました。臨床での新人指
導に悩んでいた頃、恩師から助産師教育の道を勧め
られました。新しい道に進むことへの不安もありま
したが、教育について学ぶことは自分の助産観を再
構築する契機となると期待し、決意しました。
現在勤務している鳥取県立倉吉総合看護専門学校
は、昭和 52 年に 看護師３年課程・２年課程・保健
師助産師合同課程の３学科で発足しました。 平成
21 年から保健師助産師合同課程が助産学科となり６
年目となります。1学年 16 名の定員で年齢層も 20
歳から 40 歳代と幅広く、教育背景も様々です。学
生は「助産師になりたい」という思いを胸に、1年
間のハードなカリキュラムに臨みます。学内では知
識や技術の助産実践能力の習得だけでなく、母子保
健チームで協働する能力を養えるよう支援していま
す。
本校の特色として、地域母子保健における助産師
の活動を強化するために、小学生・中学生・高校生
を対象とした性教育に力を入れています。小学 6年
生に行う「命を大切にする教育」に学生は強い興味
関心をもちます。小学生に自他の命の尊厳を体感し
てもらうことは並大抵の努力では伝わりません。意
見が衝突し、何度も話し合い、やりなおすことも多々
あります。その中で、学生は対象への効果的な指導

方法や他者との協働について学びます。実際に小学
生に教育を実施し、相手に思いが伝わった時、学生
は大きな達成感と深い感動を覚えます。私は学生の
思考を促す指導ができず、先輩教員に相談する毎日
ですが、学生とともに創り上げる過程にやりがいを
感じます。
対象者に個別のケアがあるように、学生 1人 1 人
の個性や求める助産師像も異なります。学生は今ま
で受けてきた「命を大切にする教育」に影響を受け、
命の神秘性を感じ、助産師を志すきっかけとなって
います。学生の「助産師になりたい」という思いを
受け止め、共に学びあえる仲間と困難に向かってい
ける強さが持てるよう、私自身強い思いを持って指
導にあたりたいと思います。
写真は、今年度の性教育演習後の写真です。今後
も、専門職としての助産師の責務や魅力、学ぶ喜び
を伝えられるよう助産師教育に取り組んでいきま
す。
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理事会報告

第 7回理事会議事録
日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）11：00 ～ 16：15
場所：本会事務所
出席理事：  島田啓子、井村真澄、大石時子、我部山

キヨ子、北川眞理子、倉本孝子、佐藤香代、
高田昌代、村上明美

欠席理事：高橋順子
出席監事：熊澤美奈好、村上睦子
出席幹事：潮田千寿子、渡邊典子
書　　記：潮田千寿子
理事総数：10 名　　出席理事：9名
監事総数： 2名　　出席監事：2名

議事次第
Ⅰ会長挨拶

Ⅱ報告事項
　１）庶務・総務
　　①平成 25 年度地区長会議事録の承認
　　②平成 25 年度第 6回理事会議事録の承認
　２）会計
　　・決算報告締切
　３）国際活動小委員会
　　・抄読会の準備中
　　・国際調査協力国に報告をする予定
　４）組織強化小委員会
　　・教員ラダーの進捗状況　　
　５）資格・専門能力委員会
　　・第 97 回助産師国家試験の検討結果
　６）教育検討委員会
　　・3/6 に大学院の検討会を実施　　　　
　　　  大学院教育の現状と課題、高度な専門職育成

の取組み、プログラム等について検討
　７）生涯教育研修委員会
　　・アンケート調査結果
　８）広報委員会
　　・ニュースレターNO.82 企画案
　９）センター運営委員会
　　・  シラバスを見直し、次年度に向けて精査して

いる
　　・修了式
　　・センター長の報酬
　10）その他　
　　・国家試験の分析結果
　　・助産師教育に関連する資料の冊子

Ⅲ審議事項
　１）平成 26 年度事業計画の承認
　２）平成 26 年度収支予算案

　　①  収支予算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年
3 月 31 日まで）

　　　  委員会再編成のための予算移動を微調整し、
予算案を承認

　　②平成 26 年度収支予算書案
　３）総会運営
　４）50 周年記念事業
　５）  組織強化小委員会、資格・専門委員会、規程　

承認
　６）全助協パンフレット　承認
　７）組織強化委員会の新メンバー　承認
　８）全助協ロゴマークの決定
　９）広報委員会規程
　10）社会貢献委員会
　11）正会員退会、個人会員の入会の承認

Ⅳその他
　１）助産師教育のビジョンに関する計画
　２）  助産実践能力認証（仮）会議の報告と執筆依

頼
　３）全助協で印刷領布した資料冊子
　４）  専門学校の申請が地方厚生局から都道府県に

なる
　５）総会後の理事会日程

理事会報告
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編 後集 記

今年の夏は、多くの地域が集中豪雨に見舞われま
した。被災されました方々には、心よりお見舞いを
申し上げます。
初夏から秋にかけては、多くの学校が助産実習を
行っていたのではないでしょうか。学生たちの成長
を、見守り支援してくださる臨床の助産師さんたち
に感謝いたします。今年の 5 月には、本協議会は創
立 50 周年を迎え、この歴史を築かれた諸先生方の
歩みを振り返らせていただき、多大なご尽力と努力
の賜物であることを強く認識いたしました。これか
らも、助産師が一丸となり、教育や人材育成に邁進
していく意欲に掻き立てられました。今後も、皆様
からのご意見やご要望、新鮮な情報をお知らせして
いきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

古川　洋子（滋賀県立大学）
中西　伸子（奈良県立医科大学）
西川みゆき（京都光華女子大学）
岡山　久代（滋賀医科大学）
佐藤　香代（福岡県立大学）

第 40回全国助産師教育協議会全国研修会近畿地区のお知らせ
テ ー マ：学生の学習力　教員の教育力アップを目指して（仮）
開催日時：平成 27年 2月 28 日（土）～ 3月 1日（日）
場　　所：  愛仁会看護助産専門学校　6階ホール

大阪府高槻市古曽部町 1－3－33
担　　当：近畿地区（中部地区より変更）

第 11 回　ICMアジア太平洋地域会議・助産学術集会
The ICM Asia Pacific Regional Conference 2015

（ICM APRC 2015）

テ ー マ：すべての妊産婦と赤ちゃんに助産師のケアを
開催日時：2015 年 7月 20 日（月）～ 22 日（水）
場　　所：パシフィコ横浜
演題登録期間：2014 年 7月 16 日（水）～ 12 月 24 日（水）

詳しくは、全国助産師教育協議会のホームページをご覧ください。


